
 

入 札 公 告 

 

 条件付き一般競争入札を執行するので、公益財団法人栃木県民公園福祉協会物品役務調達条件

付き一般競争入札執行要領の規定により、次のとおり掲示する。 

 

令和６年 ３月１２日  

 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 

理事長  熊倉一臣 

 

１ 入札対象物品（役務）  

 （１） 件名 一万人プール合併処理浄化槽他保守点検業務 

 （２） 場所 井頭公園内 

 （３） 仕様及び予定数量 別添仕様書のとおり 

 （４） 契約期間 契約日から令和１１年３月３１日まで 

 （５） 本物品（役務）調達は、資料の提出及び紙入札で行うものである。 

 

２ 入札参加形態 

  単体による参加 

 

３ 入札手続き等 

 （１） 入札担当部署 

担当部署 電話番号等 所在地 

（公財）栃木県民公園福祉協会 

  井頭公園管理事務所 

電話 0285-83-3121 〒321-4415 

 栃木県真岡市下籠谷 99 FAX 0285-84-7456 

 （２） 入札手続き等 

手続き等 期間又は期日等 場所又は問い合わせ先等 

競争参加資格確認申請、 

参加資格確認資料の受付 

令和６年 ３月１３日（水）から 

令和６年 ３月１９日（火） 

     午後４時まで（必着） 

持参、又は郵送により入札担当部署に提

出すること。 

質問の受付 入札担当部署へ提出すること。FAX可。 

競争参加資格確認通知 令和６年 ３月２２日（金） 

までに発送する 

郵送により通知する。 

質問への回答 質問者に対して回答する。 

入札書の提出 令和６年 ３月２６日（火）から 

令和６年 ３月２８日（木） 

     午前１１時まで 

持参、又は郵送により入札担当部署に提

出すること。 

開札 令和６年 ３月２８日（木） 

    午前１１時から 

井頭公園管理事務所 会議室 



（注）１ 期間を定めたものについては、栃木県の休日に関する条例第２条に規定する県の休日

（以下「休日等」という。）及び正午から午後１時までを除く。また、期日を定めたものに

ついて、その日が休日等に当たる場合は、その翌日とする。 

   ２ 開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数等により遅れる場合がある。 

 

４ 競争に参加できる者の条件 

 （１） 本物品又は役務の競争入札に参加できる者は、栃木県の競争入札参加資格等（平成８年

栃木県告示第１０５号）に基づき入札参加資格があるものとされた者のうち、競争参加資

格確認申請の受付期限日現在において次に掲げる条件をすべて満たしている者であるこ

と。 

条件 
条件適用の

有無 
内容 

ア 栃木県の競争入札参加者資格等（平成 8年 2月 13

日栃木県告示第 105号）において右に掲げる認定を

受けている者であること。 

有 

業

種 

区

分 

大分類 施設管理 

小分類 清掃、設備の保守 

イ 栃木県内に本店、支店、営業所又は代理店を有す

る者であること。 
有 

 

ウ (２)に掲げる物品もしくは役務と同種又は類似の

物品の納入もしくは役務の提供の実績があること。 
無 

 

エ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であること。 

オ 当該入札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成２２年３月１２

日付会計第１２９号）に基づく指名停止期間中でない者であること。 

カ 会社更生法（昭和 27年法律第 172号）に基づき更生手続開始の申立てをした者にあっては、

手続き開始の決定を受けた後に、別に定める手続きに基づく入札参加資格の再認定を受けて

いること。 

 

 （２） ウにおける同種、類似の物品（役務）は、次のすべての条件を満たすものとする。 

・ 

 

５ 競争参加資格確認申請 

 （１） 本物品（役務）の競争入札に参加を希望する者は、３の（２）に示す競争参加資格確認

申請の受付期間に次に掲げる競争参加資格確認申請書類を提出し、確認を受けなければな

らない。 

    ア 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

    イ 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認資料（様式第２号） 

 （２） その他競争参加資格確認申請に関する事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令

和４（2022）年１０月１日版）の３に準じるものとする。ただし、文中の「工事」を「物

品」もしくは「役務」と読み替える。 

６ 入札に関する注意事項 



 （１） 入札の方法 

     １の（１）の件名で一年単位あたりの金額で入札に付する。 

 （２） 入札書の記載方法等 

     落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加資格者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 （３） その他入札に関する注意事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令和４年

（2022）年１０月１日版）の １～６、９ に準じるものとする。 

 

７ その他 

 （１） 入札保証金は、これを免除する。 

 （２） 入札の無効 

     入札当日指定された場所、時刻に到着しない場合、２の入札参加資格のない者の提出し

た入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、及び栃木県財務

規則（平成７年栃木県規則１２号）第１５６条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入

札書は、無効とする。 

 （３） 開札の方法 

     開札の方法は、条件付き一般競争入札公告共通事項（令和４（２０２２）年４月１日

版）の１０に準じるものとする。 

 （４） 落札者の決定方法 

    ア 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

    イ 落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。 

    ウ イの同価の入札を行った者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に

関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

    エ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落

札者の決定を取り消すものとする。 

 （５） 契約書作成の要否   要 

 （６） 入札回数 

     １回目の入札が不調となった場合は直ちに２回目の入札を行う。２回目も不調の場合

は、最低入札価格提示者に直ちに見積書の提出を求め協議を行うものとする。 

 （７） 最低制限価格の有無  無 

 （８） 代理人による入札 

     入札参加希望者は、代理人をして入札を行わせるときは委任状を提出すること。 

 （９） 競争参加資格確認申請書等の書式は、当協会ホームページよりダウンロードすること。 

     ホームページ掲載箇所のアドレス https://www.park-tochigi.com/nyusatu 

 



一万人プール合併処理浄化槽浄他保守点検業務仕様書 
 

１ 点検及び保守 

  点検は、法令等の定めによる様式に基づき適正に実施するものとし、必要に応じて保守 

及び修理並びにその他の措置を講ずるものとする。 

 

２ 履行期間 

  令和６（２０２４）年４月１日から令和１１（２０２９）年３月３１日までの５年間 

   

３ 対象施設場所 

   井頭公園    別図のとおり 

 

４ 支払方法 

 （１）支払方法は、４月～９月上半期及び１０月～３月下半期の６か月ごととし、 

半期ごとの業務終了後、翌月２５日までに支払う。なお、支払いに伴う金融機関への 

振込手数料は受託者の負担とします。 

  なお、 

３ 点検内容 

（１）一万人プール西側合併処理浄化槽保守点検  （１,０００人槽） 

①機械点検 

 ア メイン送付機（5.5kW）2台  イ 調整槽送風機（2.2kW）1台 

 ウ 中継ポンプ（2.2kW）2台   エ 移送ポンプ（1.5kW）2台 

 オ 非常用ポンプ（0.75kW）1台  カ 汚泥返送ポンプ（3.7kW）1台 

 キ 放流ポンプ（3.7kW）2台   ク 荒目スクリーン（0.025kW）1台 

②流入管渠 

ア 点検升の蓋の密閉状況  イ 滞水や漏水、異物等の体積や付着状況 

③放流管渠 

ア 滞水や漏水、異物等の体積や付着状況 

④荒目スクリーン 

ア スクリーンの閉塞状況   イ スクリーンの破損、腐食状況 

ウ スクリーンの曝気状況 

⑤流量調整槽、中継槽、オーバーフロー槽 

ア 水位状況       イ 移流管内の異物等の体積状況   

ウ 曝気攪拌状況     エ 汚泥の体積状況 

オ フロートの設置状況  カ 計量調整装置の閉塞状況 

キ 移送水量の状況 

⑥多孔スクリーン槽 

ア 水位状況        イ 移流管内の異物等の体積状況 

ウ 著しい発泡はないか   エ スクリーンの閉塞、破損状況 



オ 曝気状況        カ し渣移送量の状況 

キ 担体・ろ材の混入状況 

⑦担体流動槽 

ア 水位状況        イ 空気配管の状況 

ウ 曝気状況        エ 著しい発泡はないか 

 オ 担体の摩耗や流出状況  カ 移流管ネットの閉塞状況 

 キ ＤＯ・水温の測定 

⑧生物ろ過槽 

 ア 水位状況        イ スカムの発生状況 

 ウ ろ材や押さえの閉塞状況 エ 逆洗時の曝気攪拌、水位状況 

⑨汚泥濃縮槽 

 ア スカム厚        イ 汚泥体積厚 

 ウ 中間水への汚泥の流出がないか 

 エ 汚泥引抜装置が作動するか オ 汚泥排出装置の閉塞状況 

⑩汚泥貯留槽 

 ア スカム厚        イ 汚泥体積厚 

 ウ 汚泥引抜時期の判断   エ 攪拌装置の作動するか 

⑪消毒槽 

 ア 処理水との接触状況   イ 沈殿物の生成状況 

 ウ 薬剤の残量と補給    エ 残留塩素の測定 

⑫ブロワ 

 ア 作動状況の確認     イ タイマーの設定状況 

 ウ エアーフィルターの洗浄 エ Ⅴベルトの張り具合 

 オ 循環オイルの点検・補給 カ 点滴ジョイントの点検と清掃 

 キ オイル・エア漏れの点検 

⑬処理水質 

 ア 水温   イ 透視度  ウ ＰＨ  エ 残留塩素濃度   オ 亜硝酸反応 

⑭水質検査 

 ア 水素イオン濃度   イ 生物化学的酸素要求量   ウ 浮遊物質量 

 エ 大腸菌数 

⑮水質検査（浄化槽法第１１条法定検査） 

 ア 水素イオン濃度  イ 残留塩素濃度   ウ 塩素イオン濃度 

⑯汚泥貯留槽清掃（汚泥引抜きの判断 

①から⑬まで月４回実施 

    ⑭は月１回実施 

    ⑮は年１回実施 

    ⑯汚泥引抜きが必要な場合は公園管理事務所担当者と調整し実施すること 

      汚泥引抜きが必要になった場合別途費用で対応します 

 



 

（２）芝生広場浄化槽保守点検  （１００人槽、１４．２㎥） 

①ポンプ点検（２.２kW）２台  ②流入、流出管の状況  ③衛生害虫の発生状況 

④槽内異物の状況 ⑤生物膜の状況   ⑥汚泥の状況  ⑦散気管の状況 

⑧レベルスイッチの状況   ⑨その他の機器の点検 

⑩水質検査（浄化槽法第１１条法定検査） 

  ア 水素イオン濃度  イ 残留塩素濃度  ウ 塩素イオン濃度 

⑪浄化槽清掃（汚泥引抜き）  ⑫三次処理槽清掃（汚泥引抜き） 

※①から②は年４回実施 

※⑩から⑫まで年１回実施 

（３）ラグーン池水質検査 

①水質検査 

ア 水素イオン濃度  イ 生物化学的酸素要求量  ウ 浮遊物質量 

   エ 大腸菌群数 

※月１回実施 

                  

 

（４）圧送ポンプ保守点検 

（場所：ボート池トイレ、鳥見亭、釣り池、ふるさと広場） 

①ポンプ２台点検 

   鳥見亭、ふるさと広場  各３.７kW×２台 

   ボート池トイレ  １.５kW×２台 

釣り池      ２.２kW×２台 

②流入、流出管の状況  ③衛生害虫の発生状況  ④槽内異物の状況 

⑤チャッキ弁の状況  ⑥ゲート弁の状況  ⑦配管の状況 

⑧レベルスイッチの状況  ⑨ポンプ内清掃 

※①から⑧は月１回実施 

                  ⑨は年１回実施 

 

４ 点検実施日 

  点検日時は、公園管理事務所担当者と調整し実施すること。 

 

５ 報告書の提出 

  点検終了後、速やかに報告書を提出すること。 

 

６ その他 

  この仕様書に記載されていない事項については、協議のうえ決定するものとする。 



ふるさと広場圧送ポンプ

鳥見亭圧送ポンプ
釣り池圧送ポンプ

一万人プール
合併浄化槽

芝生広場浄化槽

ラグーン池
ボート池トイレ圧送ポンプ

施設位置図


